
川西市花屋敷１丁目９９５番

戸建住宅地

中規模以上の一般住
宅が多い閑静な住宅
地域

3

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北20 15 30 20 戸建住宅地

-

１低専(50,100)

阪神間の景気がやや足踏み状態にある中、川西市では中心部を除
き地価下落は続いているものの下落幅は縮小傾向にある。

地域要因に大きな変化はないが、市内では選好性の高い高級住宅
地であり、地価は上昇している。

個別的要因に変動はない。

対象地は駅徒歩圏であるものの第一種低層住居専用地域で容積率が低く、また、地積がやや小さい。よって、経済合理性に
見合った賃貸経営が可能となる建物の建設が困難であり、収益還元法の適用は断念した。本件では、居住の快適性を重視す
る住宅地域であることから、市場の取引の実態を反映して実証性が高い比準価格を採用し、周辺類似の標準地の価格動向に
も留意のうえ、指定基準地との検討を踏まえて、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
ＬＳ２

中規模以上の戸建住宅の多い住宅地域として熟成しており、今後とも現状のまま推移していくものと予測する。駅徒歩圏の
住宅地の需要は多く、地価は上昇傾向で推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 205,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

209,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

川西 1

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+3.0

+1.0

0.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急川西能勢口駅
西方 450m

阪急川西能勢口
450m

(8)

東4m市道

１低専
(50,100)

（その他）　　　　

特にない 基準方位　北
４ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「花屋敷１－２６－２」

②地積

（㎡）

165

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

10.0  ｍ、　奥行　約 17.0  ｍ、　規模 170  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

209,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

214,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+2.0％ ％

104.0 ］

100.5［ ］ 101.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

+1.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

208,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

川西（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+1.0

-2.0

-25.0

+3.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

161,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

76.5 ］

100.6［ ］ 101.0［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 20日 正常価格

令和 元年 7月 3日令和 元年 7月 1日

34,500,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 209,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

165,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は川西市南部から宝塚市にかけての阪急宝塚線沿線及びＪＲ福知山線沿線の住宅地域の圏域。需要者は阪神間へ
通勤する二次取得者層が中心である。都心への接近性に優れた住宅地で、駅に近い平坦なエリアは上昇傾向にある一方、駅
徒歩圏でも坂が多く勾配の急な地域や駅から離れた地域は横這い状態にある。需要の中心となる価格帯は、土地５０坪程度
のもので、３，０００万円台半ば、建売住宅では４～５，０００万円台である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

川西（県） 1－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

川西（県） －

基準地番号 提出先

1 兵庫県

所属分科会名

兵庫第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

森本不動産鑑定

森本光弘



川西市湯山台１丁目３３番３

戸建住宅地

中規模一般住宅が多
い区画整然とした住
宅地域

15

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北30 30 20 20 戸建住宅地

-

１低専(50,80)
地区計画等

阪神間の景気がやや足踏み状態にある中、川西市では中心部を除
き地価下落は続いているものの下落幅は縮小傾向にある。

地域要因に大きな変化はないが、利便性の劣る開発団地は需要が
弱く、地価は下落傾向。

個別的要因に変動はない。

近隣地域は自己居住目的の戸建住宅が建ち並ぶ住宅地域で、アパート等の賃貸物件は見当たらない。当該地域は個人住宅と
しての居住の快適性や利便性が重視され、収益を目的とした賃貸市場が成立していないため収益還元法は適用しない。従っ
て、現実の市場の取引実態を反映し規範性の高い比準価格を採用し、周辺類似の標準地の価格との検討を踏まえ、指定基準
地との均衡にも留意して、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

中規模戸建住宅を中心とした住宅地域で、今後も現状を維持して推移するものと予測する。北部郊外ニュータウンの需要は
弱く、地価は下落傾向が続くと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 69,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

68,200

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

川西 22

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

-3.0

-20.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急川西能勢口駅
北西方 3.6km

阪急川西能勢口
3.6km

(8)

北西6m市道

１低専
(50,80)

（その他）　　　　
地区計画等

特にない 基準方位　北　　
６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

209

( )

⑨法令上の規制等

1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

14.0  ｍ、　奥行　約 15.0  ｍ、　規模 200  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

68,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

55,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.4％ ％

77.6 ］

99.1［ ］ 100［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ正方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

67,800

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

川西（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+3.0

+28.0

+3.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

93,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

135.8 ］

100［ ］ 100［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 20日 正常価格

令和 元年 7月 3日令和 元年 7月 1日

14,200,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 68,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

56,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は川西市中北部の戸建住宅地域。需要者の多くは市内居住者であるが、周辺市からの一次取得者層の流入も一部
認められる。昭和４０年代に開発された古い住宅団地で居住者の高齢化が進んでおり、供給過剰が続いている。若年層の居
住促進のため行政の支援政策等も始まったが、需要は回復しておらず、地価は下落傾向で推移している。需要の中心となる
価格帯は、土地６０坪程度の規模で１，０００万円台前半、建売住宅では３，０００万円以下である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

川西（県） 2－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

川西（県） －

基準地番号 提出先

2 兵庫県

所属分科会名

兵庫第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

森本不動産鑑定

森本光弘



川西市南花屋敷４丁目１２６番

低層住宅地

中規模一般住宅が建
ち並ぶ住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北40 30 10 20 低層住宅地

-

２中専(60,192)

川西市の人口は微減、高齢化率は上昇傾向にある。住宅地への需
要は南部の駅徒歩圏はやや堅調であるが、中・北部は依然として
弱い。

駅徒歩圏にある比較的利便性良好な住宅地域で、需要は安定的に
推移している。

個別的要因に変動はない。

比準価格は同一需給圏の類似地域に位置する規範性の高い事例により求められており、市場の実態を反映した実証的かつ説
得力のある価格である。標準地周辺では賃貸住宅も見られるが、自用の戸建住宅が取引の中心であり、収益性よりも利便性･
快適性が重視される。よって収益価格は低位に求められた。従って、比準価格を標準とし、収益価格は参考に留め、公示価
格を規準とした価格にも留意の上、上記の通り鑑定評価額を決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域であり、地域要因に変化はなく当面は現状のまま推移するものと予測する。地価水準は
概ね横這い傾向で推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 161,000円／㎡

公示価格 161,000円／㎡

標準地番号 川西 10-

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

162,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

川西 10

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ川西池田駅
西 680m

ＪＲ川西池田
680m

(8)

南4.8m市道

２中専
(60,200)

（その他）　　　　
(60,192)

特にない。 基準方位北
４．８ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「南花屋敷４－５－５」

②地積

（㎡）

185

( )

⑨法令上の規制等

1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

14.0 ｍ、　奥行　約 13.0  ｍ、　規模 180 ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

162,000 円／㎡

98,800 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

161,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+0.6 +0.6％ ％

100 ］

100.6［ ］ 103.0［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

+3.0方位

　補正

ほぼ正方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 28日 正常価格

令和 元年 7月 3日令和 元年 7月 1日

30,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 162,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

130,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は川西市南部及び宝塚市の阪急宝塚線及びＪＲ福知山線沿線の住宅地域である。需要者の中心は川西市及び周辺
市の居住者で、大阪方面の通勤者のほか、地縁的選好性を持つ二次取得者である。利便性の良さから底堅い需要がある。標
準地と同規模の土地で３，０００万円前後、新築建売住宅で４，０００万円～４，５００万円程度が取引の中心である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

川西（県） 3－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

川西（県） －

基準地番号 提出先

3 兵庫県

所属分科会名

兵庫第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

齋藤不動産鑑定事務所

齋藤誠



川西市向陽台２丁目３番３８

戸建住宅地

中規模一般住宅が多
い区画整然とした住
宅地域

12

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北40 40 20 20 戸建住宅地

-

１低専(50,80)
地区計画等

川西市の人口動向は微減傾向で推移している。川西市中北部の住
宅地の地価は全体的に弱含みで推移している。

地域要因の大きな変動はないが、地価は弱含みの傾向にあるもの
と思われる。

個別的要因に変動はない。

比準価格は信頼性の高い事例により求められており、不動産の市場性を反映する価格として実証性及び規範性は高く、十分
な説得力を有するものと判断する。なお、自用の戸建住宅中心の住宅団地内に存し、経済的に賃貸事業が成り立つ地域でな
いこと等により収益還元法の適用を断念した。よって、比準価格を採用し、近傍公示価格を規準とした価格等との検討を踏
まえて鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

一般住宅が建ち並ぶ地域であり、地域要因は今後当分の間は概ね現状を維持した状態で推移するものと思料する。地価は下
落傾向で推移していくものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 69,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

67,900

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

川西 5

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+2.0

+2.0

-3.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

能勢電鉄平野駅
西 1.3km

能勢電鉄平野
1.3km

(8)

南6m市道

１低専
(50,80)

（その他）　　　　
地区計画等

特にない 基準方位　北
６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

218

( )

⑨法令上の規制等

1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

14.0  ｍ、　奥行　約 15.0  ｍ、　規模 210  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

68,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

68,300 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.4％ ％

100.9 ］

99.3［ ］ 103.0［ ］

102.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

+3.0方位

　補正

ほぼ正方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

68,300

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

川西（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

-2.0

-15.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

56,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

83.3 ］

98.7［ ］ 103.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 26日 正常価格

令和 元年 7月 2日令和 元年 7月 1日

14,800,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 68,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

55,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は対象不動産の属する川西市のうち能勢電鉄沿線を中心とする住居系地域一帯と捉えられる。需要者は同一需給
圏内の居住者が中心となるものと考えられる。最寄駅からやや距離がある等利便性に劣る地域であることから、需要は弱含
みで推移しているものと思料する。土地は１，５００万円前後、新築戸建は３，０００万円前後が需要の中心と思われる。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

川西（県） 4－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

川西（県） －

基準地番号 提出先

4 兵庫県

所属分科会名

兵庫第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

中村不動産鑑定士事務所

中村要



川西市加茂２丁目１９４番３

戸建住宅地

中小規模の一般住宅
が多い古くからの住
宅地域

3

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北20 20 20 30 戸建住宅地

-

１住居(60,160)

川西市の人口動向は微減傾向で推移している。市内南部市街地の
住宅地の不動産需要は全体的に堅調に推移している。

地域要因の大きな変動はなく、地価は安定的に推移している状況
にある。

個別的要因に変動はない。

比準価格は信頼性の高い事例により求められており、不動産の市場性を反映する価格として実証性及び規範性は高く、十分
な説得力を有するものと判断する。なお、収益還元法は対象地の地積が小さく、間口がやや狭いため、経済合理性に見合っ
た賃貸経営が可能となる建物の建設が困難と判断し、適用を断念した。よって、比準価格を採用し、近傍公示価格を規準と
した価格等との検討を踏まえて鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

一般住宅を中心とした住宅地域で、今後とも現状の状態が持続していくものと思料する。地価は概ね横這い傾向で推移する
ものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 120,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

120,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

川西 13

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

-1.0

-5.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ川西池田駅
南西 1.1km

ＪＲ川西池田
1.1km

(8)

南東4m県道

１住居
(60,200)

（その他）　　　　
(60,160)

特にない 基準方位　北
４ｍ県道　

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「加茂２－９－４」

②地積

（㎡）

111

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

8.0  ｍ、　奥行　約 15.0  ｍ、　規模 120  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

120,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

114,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0.0％ ％

94.1 ］

100［ ］ 102.0［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

+2.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

120,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

川西（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+1.0

+5.0

+26.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

161,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

133.6 ］

100.6［ ］ 102.0［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 26日 正常価格

令和 元年 7月 2日令和 元年 7月 1日

13,300,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 120,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

96,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、川西市及び隣接市のうち、ＪＲ、阪急電鉄沿線を中心とする住宅地域がその圏域と捉えられる。需要者は同
一需給圏内の居住者が中心となるものと考えられる。やや交通利便性に劣る地域であるが、周辺に日常利便施設が確保され
ている住宅地域であり、需要は安定的に推移しているものと思われる。土地は１，０００万円台、新築戸建は２，０００万
円台後半～３，０００万円台前半の価格帯が需要の中心と思われる。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

川西（県） 5－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

川西（県） －

基準地番号 提出先

5 兵庫県

所属分科会名

兵庫第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

中村不動産鑑定士事務所

中村要



川西市美園町４７８番

戸建住宅地

小規模の一般住宅が
密集する住宅地域

3

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北15 25 25 10 戸建住宅地

-

２住居(60,180)

川西市の人口は微減、世帯数は微増、高齢化率は上昇傾向にある。
住宅地への需要は川西能勢口駅徒歩圏で堅調だが、中・北部は弱
含み。

平坦な地勢にある住宅地で需要は堅調である。火打１丁目に大型
商業施設「オアシスタウンキセラ川西」が本年７月頃に開業予定
である。

個別的要因に変動はない。

後記３、（３）記載理由により収益価格は試算していない。快適性を重視する住宅地域であるため、自己使用目的で取引さ
れ、取引価格の水準を指標に価格決定されることが一般的と認められる。したがって、比準価格をもって鑑定評価額を上記
の通り決定した。なお、下記標準地・指定基準地とは均衡を得ていると判断した。

［

［

住宅
Ｗ２

小規模の一般住宅が密集する住宅地域で、今後も住宅地域として推移するものと予測する。周辺ではキセラ川西整備事業が
進捗中である。地価水準は微増傾向で推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 134,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

135,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

川西 33

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

0.0

-8.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

能勢電鉄絹延橋駅
西方 380m

能勢電鉄絹延橋
380m

(8)

南4.5m市道

２住居
(60,200)

（その他）　　　　
(60,180)

特にない 基準方位　北、　
４．５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「美園町１０－１３」

②地積

（㎡）

93

( )

⑨法令上の規制等

1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

9.0  ｍ、　奥行　約 10.0  ｍ、　規模 90  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

135,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

122,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+0.7％ ％

92.0 ］

100［ ］ 103.0［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正

鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

+3.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

135,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

川西（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

-2.0

+22.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

161,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

119.6 ］

100.6［ ］ 103.0［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 19日 正常価格

令和 元年 7月 3日令和 元年 7月 1日

12,600,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 135,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

105,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は阪急宝塚線、ＪＲ福知山線及び能勢電鉄妙見線沿線で、概ね川西市中部の圏域。需要者の中心は、同圏域に地
縁性を有する１次取得者である。小規模一般住宅が密集する住宅地域であるが、駅に近く平坦な地勢にあることから需要は
安定的である。対象地と同規模の土地で１，３００万円程度、新築建売住宅は３，０００～３，５００万円程度が需要の中
心である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

川西（県） 6－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

川西（県） －

基準地番号 提出先

6 兵庫県

所属分科会名

兵庫第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

株式会社尼信経営相談所

竹内 雅司郎



川西市清和台西３丁目２番７２

戸建住宅地

中規模一般住宅が多
い区画整然とした住
宅地域

12

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 50 40 50 戸建住宅地

-

１低専(50,80)
地区計画等

川西市内住宅地では、阪急及びＪＲ線の駅周辺で底堅い需要が
見られるが、中北部の需要は総じて弱く高齢化等による供給も
目立つ。

市内中北部住宅団地では、相続等による供給が多いが、利便性
志向により需要は弱く、地価は弱含みで推移している。

個別的要因に変動はない。

同一需給圏内の類似地域等において信頼性の高い取引事例を収集しえた。一方、戸建住宅が転勤等の事情により貸家とな
るケースが若干ある程度で、経済的に賃貸事業が成り立つ地域ではないため、収益還元法の適用を断念した。快適性を重
視する住宅地域であり、自己使用目的で取引され、取引価格の水準を指標に価格が決定されることが一般的と認められる
ので、下記標準地・指定基準地との検討を踏まえ、比準価格を採用して鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
ＬＳ２

中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域で、今後ともほぼ現状のまま推移するものと予測する。市内中北部住宅団
地では、相続等による供給過多状態が慢性化しており、地価水準は弱含みで推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 67,700円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

66,200

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

川西 3

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急川西能勢口駅　
北西方 6.3km

阪急川西能勢口
6.3km

(8)

北西6m市道

１低専
(50,80)

（その他）　　　　
地区計画等

特にない。 基準方位　北　　
６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

196

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

12.0  ｍ、　奥行　約 16.0  ｍ、　規模 190  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

66,500 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

66,700 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.8％ ％

100 ］

99.2［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

66,800

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

川西（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+6.0

-22.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

56,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

82.7 ］

98.7［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 21日 正常価格

令和 元年 7月 3日令和 元年 7月 1日

13,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 66,500 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

54,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、概ね川西市内の大規模住宅団地である。需要者は、川西市及び周辺市町の居住者もしくは川西市に何らか
の地縁を有する者がほとんどを占める。清和台の開発開始から約５０年経過し、高齢化も進んでおり、利便性を求めての
住み替えや相続等による中古住宅の供給も多い。土地または古家付きの物件で１，０００～１，５００万円程度、新築建
売住宅で３，０００万円程度の物件が需要の中心となっている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

川西（県） 7－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

川西（県） －

基準地番号 提出先

7 兵庫県

所属分科会名

兵庫第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

勝沼不動産鑑定

勝沼和子



川西市東多田３丁目３５９番３

戸建住宅地

小規模一般住宅、駐
車場が混在する住宅
地域

12

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北20 15 20 25 戸建住宅地

-

２中専(60,160)

川西市内住宅地の地価は、中心部は概ね安定的であるが、反面利
便性の劣る北部を中心に供給圧力が強いこと等もあって下落傾向
にある。

旧来からの既成住宅地域である。街路条件が良好とはいえず、地
価はやや弱含みである。なお、地域要因に変動はない。

個別的要因に変動はない。

当地域内及び周辺地域では、画地規模の大きな土地については、アパート等としての利用も認められるが、基準地の画地規
模では自己利用目的での取引が殆どであり、規範性の高い賃貸事例の収集に限りがあることに加えて、賃貸経営上合理性を
有する建物想定が困難であるため、収益還元法の適用を断念した。よって標準地及び指定基準地との比較検討を踏まえ、取
引市場の実勢を反映した規範性の高い比準価格を以て、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

旧来からの既成住宅地域である。地域要因に大きな変動はなく、街路条件が良好とはいえないこと等から、今後も地価はや
や弱含みで推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 97,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

95,900

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

川西 24

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

-3.0

-20.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

能勢電鉄多田駅　
南東方 390m

能勢電鉄多田
390m

(8)

南4m市道

２中専
(60,200)

（その他）　　　　
(60,160)

特記すべき事項はない。 基準方位　北
４ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「東多田３－１０－５」

②地積

（㎡）

80

( )

⑨法令上の規制等

1:2.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

6.0  ｍ、　奥行　約 14.0  ｍ、　規模 80  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

96,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

72,500 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.0％ ％

77.6 ］

99.7［ ］ 103.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

+3.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

95,600

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

川西（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+3.0

-11.0

-33.0

-3.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

56,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

59.6 ］

98.8［ ］ 103.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 28日 正常価格

令和 元年 7月 3日令和 元年 7月 1日

7,680,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 96,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

77,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は能勢電鉄沿線で概ね川西市中北部の圏域に存する住宅地域であり、需要者は圏域内居住者が大半を占める。最
寄駅等へのアクセスは概ね良好ではあるが、一方、旧来からの既成住宅地域にあって、周辺においては狭隘でかつ屈曲した
道路や坂道も多く街路条件が良好とはいえないことなどから、地価はやや弱含みである。なお、取引に係る中心価格帯につ
いては、土地は７００～１０００万円程度、新築戸建物件では２５００～３０００万円程度である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

川西（県） 8－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

川西（県） －

基準地番号 提出先

8 兵庫県

所属分科会名

兵庫第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

山陽不動産鑑定株式会社

林 秀樹



川西市鴬の森町２６１番

戸建住宅地

中規模の一般住宅が
多い高台の住宅地域

15

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 30 30 30 戸建住宅地

-

１低専(50,100)

川西市の人口は微減、高齢化率は上昇傾向にある。住宅地への需
要は南部の駅徒歩圏はやや堅調であるが、中・北部は依然として
弱い。

最寄駅に近いも、急勾配で概ね狭小な坂道を登る古くからの高台
の住宅地域にあって、需要は弱い。

個別的要因に変動はない。

比準価格は同一需給圏の類似地域に位置する規範性の高い事例により求められており、市場の実態を反映した実証的かつ説
得力のある価格である。対象地域は第１種低層住居専用地域に指定された自用の戸建住宅中心の地域であり、また利便性に
劣る高台にあって、合理的な賃貸住宅経営は困難である。よって本件では収益還元法の適用を断念した。以上より、比準価
格を標準とし、標準地を規準とした価格等にも留意の上、上記の通り鑑定評価額を決定した。

［

［

住宅
ＬＳ２

古くに開発された高台の戸建住宅地域であり、最寄駅に近いが駅に通じる道は概ね狭小でありかつ急斜面である。地域要因
に変化はなく当面は現状維持と予測する。利便性の悪さから地価は下落傾向での推移が予測される。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 74,500円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

72,100

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

川西 2

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

-4.0

+20.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

能勢電鉄鴬の森駅
西 360m

能勢電鉄鴬の森
360m

(8)

南西5m市道

１低専
(50,100)

（その他）　　　　

特にない 基準方位　北、　
５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「鴬の森町１３－１８」

②地積

（㎡）

225

( )

⑨法令上の規制等

台形
1.2:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

17.0 ｍ、　奥行　約 15.0  ｍ、　規模 220 ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

72,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

83,500 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-3.4％ ％

115.2 ］

98.5［ ］ 101.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

+1.0

0.0

方位

台形

　補正

台形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

72,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

川西（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+1.0

-10.0

+38.0

+3.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

93,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

129.2 ］

100［ ］ 101.0［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 28日 正常価格

令和 元年 7月 3日令和 元年 7月 1日

16,200,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 72,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

60,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、戸建住宅が建ち並ぶ川西市中北部の大中規模開発団地及びその周辺の住宅地域である。需要者の中心は、大
阪方面に勤務する給与所得者、自営業者等である。最寄駅から近いも、当該駅から概ね狭小で急な坂道を登る高台にあって
利便性に劣り、地勢、街路条件等で相対的に優れた代替競争不動産と比べ需要はかなり弱い。土地は６０坪程度で１，４０
０～１，５００万円程度、新築戸建住宅は３，０００万円台前半程度が需要の中心となっている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

川西（県） 9－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

川西（県） －

基準地番号 提出先

9 兵庫県

所属分科会名

兵庫第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

齋藤不動産鑑定事務所

齋藤誠



川西市大和西４丁目６番１７

戸建住宅地

中規模一般住宅が多
い区画整然とした住
宅地域

12

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北10 20 20 80 戸建住宅地

-

１低専(50,80)

川西市の人口は微減、高齢化率は上昇傾向にある。住宅地への需
要は南部の駅徒歩圏はやや堅調であるが、中・北部は依然として
弱い。

地域要因に格別の変動はない。川西市中心部から遠く、値頃感は
あるも、利便性志向と高齢化に伴う供給過多のため需要は弱含み。

個別的要因に変動はない。

比準価格は同一需給圏の類似地域に位置する規範性の高い事例により求められており、市場の実態を反映した実証的かつ説
得力のある価格である。対象地域は第１種低層住居専用地域に指定された自用の戸建住宅中心の地域であり、合理的な賃貸
住宅経営は困難である。よって本件では収益還元法の適用を断念した。以上より、比準価格を標準とし、標準地を規準とし
た価格等にも留意の上、上記の通り鑑定評価額を決定した。

［

［

住宅
ＬＳ２

川西市北部の古い大規模住宅団地の一角で、戸建住宅が建ち並ぶ成熟した住宅地域であり、今後も現状を維持して推移して
いくものと予測する。高齢化等による供給過多の懸念もあり、地価は当面弱含みと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 64,500円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

63,900

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

川西 4

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

-2.0

-10.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

能勢電鉄畦野駅
北 670m

能勢電鉄畦野
670m

(8)

東6m市道

１低専
(50,80)

（その他）　　　　

特にない。 基準方位北
６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

264

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

13.0 ｍ、　奥行　約 20.0  ｍ、　規模 260 ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

64,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

57,800 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-0.8％ ％

88.2 ］

99.4［ ］ 101.0［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

+1.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

63,900

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

川西（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

-8.0

-5.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

56,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

87.4 ］

98.7［ ］ 101.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 28日 正常価格

令和 元年 7月 3日令和 元年 7月 1日

16,900,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 64,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

51,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は能勢電鉄沿線を中心に川西市中北部に位置する大規模住宅団地である。需要者は川西市周辺に地縁を有する一
次取得者が中心であり、大阪方面への通勤者が多い。街並み良好で値頃感もあり一定の需要は認められる。ただ川西市中心
部から距離を有する等利便性に劣り、高齢化に伴う供給過多も懸念され、需要は弱含みである。中心的価格帯は、６０坪程
度の土地で１３００万円前後、新築戸建住宅で３０００万円程度である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

川西（県） 10－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

川西（県） －

基準地番号 提出先

10 兵庫県

所属分科会名

兵庫第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

齋藤不動産鑑定事務所

齋藤誠



川西市けやき坂２丁目１８番３

戸建住宅地

中規模一般住宅が多
い区画整然とした住
宅地域

12

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北40 50 20 30 戸建住宅地

-

１低専(50,80)
地区計画等

市内北部の住宅団地は、都心回帰が主流となるなか、郊外への住
み替え需要も若干見られるが、生活利便性重視の選別が行われて
いる。

地域要因に変動はないが、郊外立地のバス圏で生活利便性が劣る
ため需要は弱く、地価の下落傾向は継続している。

個別的要因に変動はない。

近隣地域は中規模の戸建住宅を中心とした閑静な住宅地域で、最有効使用も戸建住宅地である。
転勤等の特殊事情による貸家の賃貸がごく一部に見られるが、収益物件としての戸建住宅の取引需要はなく、土地価格はあ
くまで自用の戸建住宅の市場取引により形成されている。従って、鑑定評価額の決定にあたっては、市場性に基づく比準価
格を標準とし、標準地及び指定基準地との検討も踏まえ、上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

近隣地域は戸建住宅が建ち並ぶ熟成した住宅団地内にあり、地域要因に特段の変化はなく、今後も現状のまま推移するもの
と予測する。郊外立地で選好性が弱く、空家や売家が増加傾向にあり、地価は下落で推移している。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 53,500円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

53,400

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

川西 22

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+1.0

0.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急川西能勢口駅
北西方 6.7km

阪急川西能勢口
6.7km

(8)

南東6m市道

１低専
(50,80)

（その他）　　　　
地区計画等

特にない 基準方位、北６ｍ
市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

211

( )

⑨法令上の規制等

1.2:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

16.0  ｍ、　奥行　約 13.0  ｍ、　規模 210  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

53,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

55,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-0.9％ ％

101.0 ］

99.1［ ］ 102.0［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

+2.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

52,600

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

川西（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+6.0

+1.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

56,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

107.1 ］

98.7［ ］ 102.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 19日 正常価格

令和 元年 7月 3日令和 元年 7月 1日

11,200,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 53,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

42,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は概ね川西市北部の大規模住宅団地で、需要者の属性は川西市を中心に阪神間各市に在住する若年サラリーマン
層の一次取得者が中心である。郊外にあって住環境は良好であるが、団地内に教育施設や大型商業店舗がないため生活利便
性に劣り、選好性が乏しい。近年は高齢化に伴い空家も多く、需給のアンバランスが認められる。取引の中心となる価格帯
は、土地（２００㎡）で１，１００万円前後、新築建売住宅は２，８００万円程度である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

川西（県） 11－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

川西（県） －

基準地番号 提出先

11 兵庫県

所属分科会名

兵庫第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

福西不動産鑑定事務所

福西理祐



川西市水明台２丁目２番３１

戸建住宅地

中規模一般住宅が多
い区画整然とした住
宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 50 30 30 戸建住宅地

-

１低専(50,80)

川西市内住宅地の地価は、中心部は概ね安定的であるが、反面利
便性の劣る北部を中心に供給圧力が強いこと等もあって下落傾向
にある。

団地内の高齢化に加え、昨今の都心回帰傾向も相俟って、利便性
の劣る当該地域の地価は下落傾向にある。なお地域要因に変動は
ない。

個別的要因に変動はない。

戸建住宅用に開発された住宅地域にあって、居住の快適性等を重視した自用目的での取引が支配的である。従って仮に戸建
賃貸が存在しても、転勤等の特殊な事情に基づくものが中心であり、経済的に賃貸事業が成り立つ地域ではないこと等から
収益還元法の適用を断念した。よって代表標準地の価格変動率を踏まえ、周辺類似地域に存する標準地等との均衡にも留意
の上、市場の実勢を反映し規範性の高い比準価格を以て、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

新規住宅需要の多くは中心市街地へ向かっており、多田グリーンハイツ内では世帯の新陳代謝が進まず、高齢化率や空き家
率の増加が懸念される。潜在的物件供給も多く今後も地価の下落傾向は継続するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 56,000円／㎡

公示価格 55,500円／㎡

標準地番号 川西 19-

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

55,300

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

川西 19

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

能勢電鉄平野駅
北西方 2.3km

能勢電鉄平野
2.3km

(8)

北6m市道

１低専
(50,80)

（その他）　　　　

特記すべき事項はない。 基準方位　北
６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

198

( )

⑨法令上の規制等

1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

13.0  ｍ、　奥行　約 16.0  ｍ、　規模 200  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

55,300 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

55,500 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.3 -0.4％ ％

100 ］

99.6［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 28日 正常価格

令和 元年 7月 3日令和 元年 7月 1日

10,900,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 55,300 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

44,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は能勢電鉄沿線で概ね川西市北部の圏域に存する住宅地域であり、需要者は圏域内居住者が大半を占める。都心
回帰傾向の下、利便性の劣る郊外住宅地に対する選好性が強いとはいえず、また古くに開発された住宅団地にあって、高齢
化の進展に伴う供給圧力の増加等も相俟って、需給環境は悪化しており地価は弱含みである。なお、取引に係る中心価格帯
は、土地は１１００万円程度、新築戸建物件では２５００～３０００万円程度と思料される。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

川西（県） 12－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

川西（県） －

基準地番号 提出先

12 兵庫県

所属分科会名

兵庫第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

山陽不動産鑑定株式会社

林 秀樹



川西市見野２丁目２３６番１

戸建住宅地

小規模一般住宅が建
ち並ぶ住宅地域

12

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北25 35 25 20 戸建住宅地

-

２住居(60,160)

川西市内住宅地の地価は、中心部は概ね安定的であるが、反面利
便性の劣る北部を中心に供給圧力が強いこと等もあって下落傾向
にある。

地域要因に特段の変化はないが、郊外立地で外部からの流入が少
なく需給環境が改善しているとはいえず、地価はやや弱含みであ
る。

個別的要因に変動はない。

当地域内及び周辺地域では、画地規模の大きな土地については、アパート等としての利用も認められるが、基準地の画地規
模では自己利用目的での取引が殆どであり、規範性の高い賃貸事例の収集に限りがあることに加えて、賃貸経営上合理性を
有する建物想定が困難であるため、収益還元法の適用を断念した。よって標準地及び指定基準地との比較検討を踏まえ、市
場の実勢を反映し規範性の高い比準価格を以て、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

郊外の既成住宅地として熟成しており、今後も大きな環境の変化はないものと思料される。北部郊外立地で需要はやや弱含
んでおり、地価は緩やかな下落傾向で推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 78,500円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

77,700

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

川西 14

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+3.0

-8.0

-22.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

能勢電鉄山下駅
南西方 350m

能勢電鉄山下
350m

(8)

東4m市道

２住居
(60,200)

（その他）　　　　
(60,160)

特記すべき事項はない。 基準方位　北
４ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「見野２－２３－１８」

②地積

（㎡）

123

( )

⑨法令上の規制等

1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

11.0  ｍ、　奥行　約 11.0  ｍ、　規模 120  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

78,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

57,500 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-0.6％ ％

73.9 ］

98.9［ ］ 101.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

+1.0方位

　補正

ほぼ正方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

77,600

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

川西（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+3.0

-11.0

-19.0

-3.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

56,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

72.0 ］

98.8［ ］ 101.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 28日 正常価格

令和 元年 7月 3日令和 元年 7月 1日

9,590,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 78,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

63,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は能勢電鉄沿線で概ね川西市北部の住宅地域であり、需要者は圏域内居住者が大半を占める。市北部郊外の既成
住宅地域にあって、最寄駅が徒歩圏にあること等から利便性は比較的高いが、一方で周辺の大規模住宅団地内では高齢化に
伴う供給圧力が増加しており、需給環境が改善しているとはいえないので、地価は若干の弱含みで推移している。なお、取
引に係る中心価格帯は、土地は１０００万円程度、新築戸建物件は３０００万円程度と思料される。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

川西（県） 13－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

川西（県） －

基準地番号 提出先

13 兵庫県

所属分科会名

兵庫第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

山陽不動産鑑定株式会社

林 秀樹



川西市久代２丁目９２番１７

戸建住宅地

中小規模一般住宅が
建ち並ぶ住宅地域

3

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北10 20 30 20 戸建住宅地

-

１住居(60,200)

阪神間の景気がやや足踏み状態にある中、川西市では中心部を除
き地価下落は続いているものの下落幅は縮小傾向にある。

地域要因に特段変化はないが、地縁的選好性の強い既成住宅地域
であり地価は横這い状態。

個別的要因に変動はない。

戸建住宅用に開発された住宅地域にあって、自用目的での取引が支配的である。収益目的で土地が取引されることはほとん
ど無く、また、対象地は地積が小さく経済合理性に見合う賃貸住宅も建てられないことから収益還元法の適用を断念した。
よって、市場の実勢を反映し規範性の高い比準価格を採用し、標準地の価格動向に留意のうえ、指定基準地との検討を踏ま
え、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

中小規模の戸建住宅が連たんする既成の住宅地域で、今後も現状維持で推移する可能性が高く、地価は安定的に推移するも
のと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 93,500円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

93,700

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

川西 23

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-4.0

+7.0

-7.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ北伊丹駅
北西方 1.6km

ＪＲ北伊丹
1.6km

(8)

西5.5m私道

１住居
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位　北
５．５ｍ私道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「久代２－５－１１」

②地積

（㎡）

85

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

7.0  ｍ、　奥行　約 12.0  ｍ、　規模 84  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

93,500 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

89,500 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0.0％ ％

95.5 ］

100［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

93,600

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

川西（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+1.0

+8.0

+54.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

161,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

168.0 ］

100.6［ ］ 100［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 20日 正常価格

令和 元年 7月 3日令和 元年 7月 1日

7,950,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 93,500 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

75,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は川西市南部及び伊丹市北東部の住宅地域である。需要者は地元に地縁を持つ圏域内居住者が中心である。小規
模開発された戸建住宅地域であり団地までの進入路は坂道や狭隘道路等が多い。また幹線道路の背後にあって、周辺には工
場や事業所等が雑然と建ち並ぶこと等から住宅地としての品位は高くない。中古物件取引が主な地域であり土地等の中心価
格帯は把握し難いが、小規模の土地で１，０００万円未満、建売住宅では、２，０００万円台が多い。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

川西（県） 14－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

川西（県） －

基準地番号 提出先

14 兵庫県

所属分科会名

兵庫第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

森本不動産鑑定

森本光弘



川西市萩原台東２丁目１６９番

戸建住宅地

中規模一般住宅が多
い区画整然とした住
宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北0 20 50 40 戸建住宅地

-

２中専(60,150)

川西市の住宅地の地価は、駅に近い一部の地域で上昇する地域も
認められるが、北部郊外を中心に下落傾向が続く地域が多い。

郊外の成熟した住宅団地であり、地位要因に変動はない。高齢化
に伴う売り物件が多いが、根強い需要も認められる。

個別的要因に変動はない。

近隣地域は中規模の戸建住宅を中心とした閑静な住宅地域で、最有効使用も戸建住宅地である。転勤等の特殊事情による貸
家の賃貸がごく一部に見られるが、収益物件としての戸建住宅の取引需要はなく、土地価格はあくまで自用の戸建住宅の市
場取引により形成されている。従って、鑑定評価額の決定にあたっては、市場性に基づく比準価格を標準とし、代表標準地
との検討も踏まえ、上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

中規模の戸建住宅が建ち並ぶ郊外の住宅団地として成熟しており、今後も現状のまま推移すると予測する。高齢化の進展と
ともに売り物件が増えているが、居住環境は良好で購入意欲もあることから需給は安定している。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 93,000円／㎡

公示価格 93,000円／㎡

標準地番号 川西 17-

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

93,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

川西 17

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急川西能勢口駅
北方 2.3km

阪急川西能勢口
2.3km

(8)

東6m市道

２中専
(60,150)

（その他）　　　　

特にない 基準方位　北、
６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

223

( )

⑨法令上の規制等

1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

15.0  ｍ、　奥行　約 15.0  ｍ、　規模 220  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

93,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

93,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0.0 0.0％ ％

100 ］

100［ ］ 101.0［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

+1.0方位

　補正

ほぼ正方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 19日 正常価格

令和 元年 7月 3日令和 元年 7月 1日

20,700,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 93,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

74,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は川西市及びその周辺各市の住宅地域であるが、価格牽連性が高い地域は川西市北部の大規模開発住宅団地が中
心となる。需要者は大阪方面に通勤するサラリーマン等であり、他の圏域からの転入も認められるが、地元に地縁を有する
者が多い。市街地中心部からバス圏であるものの運行本数が多いため根強い需要が認められる。取引の中心となる価格帯は、
土地（２２０㎡）は２，０００万円前後、新築建売住宅は４，０００万円程度となっている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

川西（県） 15－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

川西（県） －

基準地番号 提出先

15 兵庫県

所属分科会名

兵庫第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

福西不動産鑑定事務所

福西理祐



川西市黒川字田中２２１番外

農家住宅地

中規模の農家住宅と
農地等が混在する農
家集落地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北60 60 10 50 農家住宅地

-

「調区」(60,200)
県立公（普通）
土砂災害警戒区域

川西市内住宅地では、阪急及びＪＲ線の駅周辺で底堅い需要が
見られるが、中北部の需要は総じて弱く高齢化等による供給も
目立つ。

市域北端エリアで利便性に劣り、また市街化調整区域内宅地に
対する需要も弱いことから、地価は下落傾向で推移している。

個別的要因に変動はない。

同一需給圏内の類似地域等において信頼性の高い取引事例を収集することができた。一方、当該基準地は農家住宅を中心
とした地域に存し、収益物件は皆無で賃貸需要も見込めず、経済的に賃貸事業が成り立つ地域ではないため、収益還元法
の適用を断念した。自己使用目的で取引され、取引価格の水準を指標に価格が決定されることが一般的と認められるので、
比準価格を採用して鑑定評価額を上記のとおり決定した。なお、下記標準地との均衡も得ていると判断した。

［

［

住宅
Ｗ１

市街化調整区域に存する農家住宅地域であり、今後とも概ね現況のまま推移するものと予測する。市街化調整区域内宅地
に対する需要は弱く、地価水準は下落傾向で推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 14,700円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

14,400

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

川西 34

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-9.0

+13.0

+36.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

能勢電鉄妙見口駅　
北方 2.3km

能勢電鉄妙見口
2.3km

(8)

南西9m県道､南東側
道

「調区」
(60,200)

（その他）　　　　
県立公（普通）
土砂災害警戒区域

特にない。 ９ｍ県道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

935

( )

⑨法令上の規制等

台形
2:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

40.0  ｍ、　奥行　約 23.0  ｍ、　規模 900  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

14,400 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

20,500 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-2.0％ ％

139.8 ］

98.4［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

0.0

0.0

角地

台形

　補正

ほぼ整形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 21日 正常価格

令和 元年 7月 3日令和 元年 7月 1日

13,500,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 14,400 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.2

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、概ね川西市及び川西市周辺市町の市街化調整区域内の住宅地域である。需要者は、同一需給圏内に地縁性
を持つ限られた居住者が過半を占める。黒川地区は日本一の里山とも称されるが、川西市最北部に位置し利便性に劣り、
行政的制約の大きい市街化調整区域内の旧来からの農家集落地域であることから、需要は極めて弱い。物件による個別性
が強くまた取引が少ないため、需要の中心となる規模や価格帯は見出せない状況である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

川西（県） 16－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

川西（県） －

基準地番号 提出先

16 兵庫県

所属分科会名

兵庫第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

勝沼不動産鑑定

勝沼和子



川西市花屋敷山手町７９番２

戸建住宅地

中規模住宅を主体と
する高台の一般住宅
地域

3

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北40 60 15 15 戸建住宅地

-

１低専(50,100)

川西市の地価は、一部の利便性に優る住宅地でやや上昇傾向だが、
市北部ではほとんどが下落傾向で、市南部では概ね横ばい傾向に
ある。

駅徒歩圏で、比較的居住環境も良好な住宅地域であるが、高台に
あることもあり、地価は横ばい傾向である。

個別的要因に変動はない。

当該地域は、中規模住宅を主体とする高台の一般住宅地域で、自用目的での取引が多く、戸建賃貸住宅が存在したとしても
転勤等の事情に基づく一時的なもので、経済合理的な賃貸経営が成り立つ地域ではないため収益還元法の適用を断念した。
需要者の中心は、自己目的の個人で、近隣取引相場を考慮して取引が成立するため、規範性のある取引事例から求めた比準
価格を採用し、公示規準価格及び指定基準地との検討を踏まえて鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

近隣地域は中規模住宅を主体とする高台の一般住宅地域であり、地域要因に特に大きな変動は認められず、概ね現状のまま
推移すると予測する。需給は概ね安定しており、地価は横ばい傾向で推移すると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 130,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

130,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

川西 7

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+4.0

-1.0

-2.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急川西能勢口駅
北西 800m

阪急川西能勢口
800m

(8)

南4.5m市道

１低専
(50,100)

（その他）　　　　

特にない 基準方位：北４．
５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「花屋敷山手町６―４」

②地積

（㎡）

213

( )

⑨法令上の規制等

1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

14.0  ｍ、　奥行　約 15.5  ｍ、　規模 200  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

130,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

129,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0.0 ％ ％

100.9 ］

99.6［ ］ 103.0［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

+3.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

129,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

川西（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+3.0

+18.0

+3.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

161,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

125.2 ］

100.6［ ］ 103.0［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 20日 正常価格

令和 元年 7月 1日令和 元年 7月 1日

27,700,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 130,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

106,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、阪急宝塚線又はＪＲ福知山線の沿線で概ね川西市及び宝塚市の圏域である。需要者の中心は同一需給圏内の
居住者及び地縁者である。駅徒歩圏であるものの、高台に造成された住宅地域であるため、需要はそれほど高いとは言えな
い地域であり、地価は川西能勢口駅徒歩圏ながら、概ね横ばい傾向で推移している。市場の中心価格帯は、土地で総額２，
０００万円～３，０００万円前後、新築戸建住宅で４，０００万円前後が需要の中心となっている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

川西（県） 17－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

川西（県） －

基準地番号 提出先

17 兵庫県

所属分科会名

兵庫第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

Ａ＆Ｔマネジメント株式会社

玉井　嘉彦



川西市出在家町１４６番３４

戸建住宅地

小規模一般住宅の中
に農地も見られる住
宅地域

3

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北20 40 20 10 戸建住宅地

-

準工(60,200)

川西市内住宅地では、阪急及びＪＲ線の駅周辺で底堅い需要が
見られるが、中北部の需要は総じて弱く高齢化等による供給も
目立つ。

地域西側に今夏オープン予定の「オアシスタウンキセラ川西」
への期待感もあり、地価はやや強含みで推移している。

個別的要因に変動はない。

同一需給圏内の類似地域等において信頼性の高い取引事例を収集することができた。一方、当該基準地は画地規模が小さ
く経済合理的な経営が可能となる賃貸住宅を建築することが困難であるため収益還元法の適用を断念した。快適性を重視
する住宅地域であり、自己使用目的で取引され、取引価格の水準を指標に価格が決定されることが一般的と認められるの
で、下記標準地・指定基準地との検討を踏まえ、比準価格を採用して鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅兼作業場
Ｗ２

地域西側の「キセラ川西」エリアで、商業施設の開業や医療センターの開院が予定されており、生活利便性の向上が見込
まれる。地価水準は概ね横這い乃至やや強含みで推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 119,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

120,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

川西 33

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-3.0

+2.0

+5.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

能勢電鉄絹延橋駅　
北方 500m

能勢電鉄絹延橋
500m

(8)

南7.5m市道

準工
(60,200)

（その他）　　　　

特にない。 基準方位　北　　
７．５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「出在家町９－３」

②地積

（㎡）

123

( )

⑨法令上の規制等

1.5:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

13.0  ｍ、　奥行　約 10.0  ｍ、　規模 130  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

120,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

122,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+0.8％ ％

103.9 ］

100［ ］ 103.0［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

+3.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

120,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

川西（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-3.0

0.0

+39.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

161,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

134.8 ］

100.6［ ］ 103.0［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 21日 正常価格

令和 元年 7月 3日令和 元年 7月 1日

14,800,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 120,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

95,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、能勢電鉄・阪急宝塚線及びＪＲ福知山線沿線で、概ね川西市の圏域である。需要者は、川西市の居住者も
しくは川西市に何らかの地縁を有する者がほとんどを占める。需給関係は安定的に推移しているが、地域西側の「キセラ
川西」エリアでは、商業施設のオープンや医療センターの開院が予定されており、生活利便性の向上が期待される。土地
は１，５００万円程度、新築建売住宅では３，５００万円程度の物件が需要の中心となっている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

川西（県） 18－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

川西（県） －

基準地番号 提出先

18 兵庫県

所属分科会名

兵庫第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

勝沼不動産鑑定

勝沼和子



川西市栄町７３６番７

中層の店舗兼事務所地

中層店舗、事務所等
が連たんする商業地
域

4

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北0 20 10 80 中層の店舗兼事務所地

-

近商(80,300)

川西市内商業地では、市中心部で堅調な需要が見られる一方、
中北部郊外商業地では需要の回復が見られず、一層二極化が進
行している。

市中心駅に近く、街路条件も良好な希少性を有する地域で、旺
盛なマンション用地需要の影響も受け、地価は強含みで推移し
ている。

個別的要因に変動はない。

同一需給圏内の類似地域等において信頼性の高い取引事例を収集することができた。一方、賃貸物件も見受けられるもの
の、収益性よりも資産性を重視する需要者も多く、収益性から意思決定する需要者が中心とまでには至っていない。よっ
て規範性から、実証的な比準価格を標準とし、収益価格を関連付け、下記標準地・指定基準地との検討を踏まえ、鑑定評
価額を上記のとおり決定した。

［

［

事務所兼店舗
Ｓ６

川西能勢口駅に近い街路条件が良好な商業地域であり、当面の間、ほぼ現状のまま推移するものと予測する。希少性を有
する地域で、需要が旺盛なことから、地価水準は強含みで推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 284,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

310,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

川西 4

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-6.0

+6.0

-5.0

+3.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急川西能勢口駅　
北方 200m

阪急川西能勢口
200m

(8)

東16m市道

近商
(80,300)

（その他）　　　　

特にない。 １６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「栄町１２－８」

②地積

（㎡）

231

( )

⑨法令上の規制等

1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

15.0  ｍ、　奥行　約 15.0  ｍ、　規模 230  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

316,000 円／㎡

255,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

288,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+9.2％ ％

97.5 ］

105.0［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

ない

　補正

ほぼ正方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

310,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

宝塚（県） -5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+5.0

+2.0

+10.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+5.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

350,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

117.8 ］

109.4［ ］ 100［ ］

105.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 21日 正常価格

令和 元年 7月 3日令和 元年 7月 1日

71,600,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 310,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

230,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、川西市及び隣接市町を中心とする阪神間の商業地域である。需要者の中心は、同一需給圏内に地縁性を持
つ事業者や全国展開する店舗業者等である。阪神間の主要駅周辺では、事業用地やマンション用地等に対する需要が旺盛
であるが、供給が限られていることから、需給は逼迫している。物件による個別性が強くまた取引が少ないため、需要の
中心となる規模や価格帯は見出せない状況である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

川西（県） 1－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

川西（県） －5

基準地番号 提出先

1 兵庫県

所属分科会名

兵庫第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

勝沼不動産鑑定

勝沼和子



川西市見野２丁目３２６番４

低層店舗併用住宅地

中規模小売店舗、事
務所、一般住宅が混
在する駅前近隣商業
地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北60 30 50 50 低層店舗併用住宅地

-

近商(80,200)

川西市の人口は微減、高齢化率は上昇傾向にある。需要は中北部
が弱含み、南部の中心部の商業地は比較的堅調である。

駅前の小規模な繁華性に劣る商業地であり、人通りが少なく、新
たな店舗等の進出の動きはない。駐車場利用や住宅地化が進んで
いる。

個別的要因に変動はない。

比準価格は同一需給圏の類似地域に位置する事例により求められており、市場の実態を反映した実証的かつ説得力のある価
格である。対象地域は駅前の小規模な商業地域で繁華性も低い。係る地域にあって賃料は土地価格に見合う水準には至って
おらず、収益価格は低位に求められた。ただ商業地域で収益性は通常ある程度考慮される。以上より、比準価格を重視し、
収益価格を関連付け、標準地を規準とした価格にも留意の上、上記の通り鑑定評価額を決定した。

［

［

店舗兼住宅
Ｓ２

店舗併用住宅、中低層店舗事務所ビル等が見られるが、駐車場等も多く見られる繁華性の低い駅前商業地域である。地域要
因に大きな変化はなく、当面現状維持が予測される。地価は下落傾向で推移するものと判断する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 104,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

102,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

川西 3

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+4.0

-12.0

-14.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

能勢電鉄山下駅
西 50m

能勢電鉄山下
50m

(8)

南10m市道

近商
(80,200)

（その他）　　　　

特にない １０ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「見野２－３６－１２」

②地積

（㎡）

106

( )

⑨法令上の規制等

1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

9.0 ｍ、　奥行　約 12.0  ｍ、　規模 110 ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

109,000 円／㎡

80,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

83,500 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.9％ ％

78.7 ］

99.2［ ］ 100［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

ない

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 28日 正常価格

令和 元年 7月 3日令和 元年 7月 1日

10,800,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 102,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

82,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、川西市の他、宝塚市等の隣接市町の近隣商業地域または商住混在地域の範囲と判定した。主たる需要者は当
該地域に地縁性を有する個人事業者等である。駅前の小規模な商業地域で商圏は狭く、住宅系との混在化が進みつつあり、
駐車場としての土地利用も多い。需要の中心となる価格帯は規模によりまちまちで把握しづらいが、周辺の住宅地と価格水
準に大きな違いはなく、１００㎡程度の土地で１，０００万円前後が需要の中心である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

川西（県） 2－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

川西（県） －5

基準地番号 提出先

2 兵庫県

所属分科会名

兵庫第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

齋藤不動産鑑定事務所

齋藤誠



川西市清和台西４丁目１番７外

低層店舗兼住宅地

中小規模の店舗が多
く見られる幹線道路
沿いの住宅団地内商
業地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北30 60 20 40 低層店舗兼住宅地

-

２中専(60,150)
地区計画等

阪神間の景気が足踏み状態にある中、川西市の商業地は中心部は
上昇、北部郊外は下落幅がやや縮小傾向にある。

周辺ニュータウンの人口減少と高齢化で団地内商業地需要も弱含
み。

個別的要因に変動はない。

近隣地域は県道沿いに店舗等が建ち並ぶ開発団地内の商業地域である。賃貸店舗等も一部見受けられるが、賃料水準が低い
ため収益目的の取引は少なく、自己の事業用に土地が取引されることが多い。試算では、収益価格はやや低位に求められた
が、現実の市場における取引の実態を反映した比準価格の規範性がより高いと認められる。よって、比準価格を重視し、収
益価格を比較考量のうえ、標準地の価格との検討を踏まえて、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

店舗
Ｓ１

住宅団地内の路線商業地域として成熟しており、今後も現状のまま推移するものと予測する。事業用地の需要に大きな変化
はないが、周辺住宅地価下落の影響で、地価は弱含みで推移すると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 91,500円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

90,700

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

川西 3

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

-1.0

-13.0

+3.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急川西能勢口駅
北西方 5.9km

阪急川西能勢口
5.9km

(8)

北東24m県道

２中専
(60,150)

（その他）　　　　
地区計画等

特にない ２４ｍ県道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

437

( )

⑨法令上の規制等

1.5:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

25.0  ｍ、　奥行　約 16.0  ｍ、　規模 400  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

94,000 円／㎡

75,800 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

83,500 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-0.5％ ％

88.7 ］

99.2［ ］ 100［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

ない

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 20日 正常価格

令和 元年 7月 3日令和 元年 7月 1日

39,800,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 91,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

61,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は川西市を中心とする幹線道路沿い路線商業地域や商住混在地域一帯。需要者は地元に地縁を有する中小事業者
が多いが、一部チェーン展開する法人の支店も見られる。昭和４０年代以降に開発された郊外大規模ニュータウンは住民の
高齢化と人口減少が進んでおり、背後住宅地の地価下落の影響で、路線商業地も若干の下落傾向で推移している。商業地は
規模により取引総額のばらつきが大きく、需要の中心となる価格帯は見出し難い。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

川西（県） 3－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

川西（県） －5

基準地番号 提出先

3 兵庫県

所属分科会名

兵庫第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

森本不動産鑑定

森本光弘


